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会     議     録 

行 田 市 教 育 委 員 会   平 成 ３０ 年 第 １２ 回 １１ 月 定 例 会 

招集年月日 平成３０年１１月１５日（木） 開会場所 
 行田市教育委員会 

   ２Ａ会議室 

開閉の時刻 

及び宣言者 

 開会１１月１５日（木） 午後２時００分   教育長 鈴木 トミ江 

 閉会１１月１５日（木） 午後３時１０分   教育長 鈴木 トミ江 

 教育長 鈴木 トミ江 教育長職務代理者 岸 田 昌 久 仮議長  

 席次番号 
出席の教育長 

及び委員氏名 
摘       要 

１ 鈴木 トミ江  

２ 岸 田 昌 久  

３ 鹿 山 高 彦  

４ 増 田 雅 久  

５ 大久保 英子  

議  事  参  与  者 書     記 

学校教育部長          門倉 正明 

生涯学習部長          吉田 悦生 

学校教育部次長 

兼学校教育課長        荻原 章 

生涯学習部次長兼図書館長 

兼視聴覚ライブラリー館長   福原 智 

生涯学習部次長 

兼ひとつくり支援課長     石川 隆美 

学校教育部副参事        櫻井真佐美 

教育総務課長          諸貫 忠秋 

学校給食センター所長      満井 房子 

スポーツ振興課長        細谷 博之 

文化財保護課長         中島 洋一 

郷土博物館長          吉田 明夫 

生涯学習部副参事        鈴木紀三雄 

教育文化センター所長 

兼中央公民館長        風間 重文 

教育研修センター主幹      関根 緑 

学校教育課主幹         大野 三佳 

書 記 長   諸貫 忠秋 

書記次長  白井 克典 

書記    久積 史明 
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 会議事件名 顛           末 
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議案第６３号 

行田市教育振興奨励金審査

委員会委員の委嘱について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    市民憲章唱和 

 

教育長 

今回は、議案５件、日程第１・議案第６２号は、議会案件で

あることから会議は非公開、議事録については議会終了後とな

るので公開とし、日程第５・議案第６６号は個人情報を含む案

件であることから会議は非公開とし、その他の案件は公開とし

てよろしいか。 

 

   【全委員承認】 

 

教育長 

日程に先立ち、１０月定例会の会議録について事務局に報告

を求める。 

 

書記次長 

１０月定例会、会議録報告 

 

教育長 

  何か意見等はあるか。 

 

【全委員承認】 

 

教育長提案、書記次長議案朗読 

 

教育総務課長 

本案は、行田市教育振興奨励金審査委員会委員について、推

薦団体から２名の委員の推薦があったため、委嘱しようとする

ものである。 

なお、任期については、前任者の残任期間である平成３１年

１０月３１日までとなる。 

 

教育長 

何か質問等はあるか。 

 

鹿山委員 

  年齢を見ると来年度は定年となり、校長ではなくなる人がい
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るが取り扱いはどのようか。 

 

教育総務課長 

平成３１年度の奨励金交付について、平成３１年３月に審査

委員会に出席いただくものである。また、来年度は任期満了と

なるため、新たに委員の委嘱を行う。 

 

岸田委員 

奨励金について、財源はどのようになっているか。 

 

教育総務課長 

条例で基金の利息を活用することとなっており、年間１３０

万円の予算を各団体に配分しているが、利息では不足している

状況である。 

基金を取り崩して、原資を活用することも検討していきたい。 

 

岸田委員 

  各団体や個人への奨励金の限度額はいくらか。またこの制度

はいつから続いているか。 

 

教育総務課長 

学校教育、社会教育ともに、団体２０万円、個人５万円であ

る。手元に詳細な資料がないが、かなり前から続いている制度

である。 

 

岸田委員 

  逐次、各団体の活動状況及び奨励金の収支状況についても確

認してほしい。 

 

大久保委員 

  私が所属する団体も活動にあたり、奨励金をいただいている

がありがたい。また、毎年作成している実践集も参考となるた

め続けてほしい。 

 

増田委員 

  様々な団体からバランスのよい人選であると思う。 

 

 【全委員承認】 
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議案第６４号 

行田市公立学校通学区域等

審議会委員の委嘱について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長提案、書記次長議案朗読 

 

教育総務課長 

 本案は、小中学校の再編成に関し、行田市全体における方針・

計画を策定するにあたり、行田市公立学校通学区域等審議会条例

に基づき、審議いただくため、新たに委員を委嘱し、審議会を組

織しようとするものである。 

 委員構成は、１号委員の公立学校校長２名、２号委員のＰＴＡ

役員４名、３号委員の学識経験者５名、４号委員の公募市民１名

である。 

 任期は、平成３０年１１月１９日から平成３２年１１月１８日

である。 

 

教育長 

何か質問等はあるか。 

 

岸田委員 

  本審議会と行田市小中一貫教育基本方針策定委員会との組織

等の関連性はどのようか。 

 

教育総務課長 

  本審議会の所掌事務は、通学区域、統廃合である。学校の適

正規模・適正配置を検討する上では小中一貫教育も関わってく

るが、審議するのは再編成に係る部分である。 

 

岸田委員 

  小中一貫教育の基本方針は策定されたのか。 

 

学校教育課長 

  現在は、原案を作成している段階であり、本年度中の策定を

予定している。 

 

岸田委員 

  学校再編については、その基本方針に沿って行うものではな

いのか。 

 

教育総務課長 

  そのとおりである。２つを並行しておこなっており、小中一
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貫教育基本方針を踏まえた再編成計画を策定するものである。 

 

岸田委員 

  各委員が計画策定にあたり、基本方針等を把握できるようお

願いしたい。 

 

鹿山委員 

  任期中に職を退いた場合等は交代することになるのか。 

 

教育総務課長 

  審議の継続性から交代ではなく、選出区分ごとの委員補充に

ついて検討したい。 

 

鹿山委員 

  各中学校区から選出しているが、小学校からの選出も必要で

はないか。 

 

教育総務課長  

  全ての中学校区から選出しているが、その中には、その中学

校へ進学する小学校のＰＴＡ役員等も含まれている。 

 

増田委員 

  ＰＴＡ連合会の会長を経験すると学識経験者になるのか。ま

た、公募の選考はどのようか。 

 

教育総務課長 

  学校単位の選出ではないため学識経験者と位置づけた。公募

については、テーマを決め、論文の提出をいただき、適任と判

断したものである。 

 

増田委員 

  学校ＰＴＡとＰＴＡ連合会の役員の割合が多くはないか。公

募や学校運営協議会委員を増やす考えはなかったのか。 

 

教育総務課長 

  公募は２名としたが、１名のみの応募であった。学校再編成

についてのことなので、子供を持つ保護者であるＰＴＡ役員を

選出したところである。ＰＴＡ役員も学校運営協議会委員であ
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議案第６５号 

行田市公立学校の適正規

模・適正配置及び再編成に関

する諮問について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る方が多い。 

増田委員 

  ＰＴＡ連合会長を務めると学識経験者の区分となるというこ

とが個人的にはどうかと思うが。 

 

教育総務課長 

  現在は、連合会長は退いているため、２号委員のＰＴＡでは

なく、３号委員の学識経験者としている。また、これから委員

の追加は難しいが、今後、検討課題としていきたい。 

 

大久保委員 

  １８名以内となっているので、今後、一般の人が委員に応募

いただければありがたい。 

 

岸田委員 

  各委員は内諾してくれていると思うが、大変な職務であるた

め、委員それぞれの立場を理解し、審議会を進めていただきた

い。 

 

【全委員承認】 

 

教育長提案、書記次長議案朗読 

 

教育総務課長 

  本案は、行田市公立学校通学区域等審議会において、市全体

の小中学校の適正規模・適正配置及びそれに基づく具体的な再

編成のあり方について審議いただくため、諮問しようとするも

のである。 

  平成２０年度策定の再編成計画を踏まえたうえで、新たに行

田市全体の将来的な適正配置の方針や具体的な再編成計画を本

年度中に策定をしていくため、平成３１年３月２０日までに審

議会の答申をいただくようお願いするものである。 

 

教育長 

何か質問等はあるか。 

 

岸田委員 

  本市の懸案事項であるが、本市は、子供たちの幸せを願って



市政情報コーナー用 

                       7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第６２号 

 平成３０年度一般会計教

育費補正予算について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数々の施策を行ってきた。人口が減少する中、学校規模の見直

しは必要なことで、先を見通して、子供の教育環境を整えるこ

とは、行政の使命である。適正規模、適正配置が実施されれば

幸いである。 

 

【全委員承認】 

 

これより非公開とする。 

 

教育長提案、書記次長議案朗読 

 

教育総務課長 

本案は、平成３０年１２月定例市議会に補正予算を上程する

ため、教育委員会へ諮るものである。 

債務負担行為の補正については、平成３１年度の外国語指導

助手付帯業務委託として、ＡＬＴを直接雇用するための付帯業

務を新年度４月１日から実施する必要があることから本年度中

に契約するため、限度額４０３万３千円の債務負担を設定する。 

歳出については、４項２目文化財保護費で１７６万７千円の

追加で、県営土地改良事業の計画変更に伴い、小敷田遺跡の発

掘調査の予定を繰り上げで実施する必要が生じたことから作業

員賃金等の経費を計上するものである。 

歳入については、１９款諸収入の４項１目雑入、文化財発掘

調査事務委託金１７６万７千円の計上で、埼玉県からの委託金

として歳出計上額全額を見込むものである。 

 

教育長 

何か質問等はあるか。 

 

増田委員 

  ＡＬＴの業務委託の相手先はどこになるのか。 

 

学校教育課長 

  ＡＬＴは市の直接雇用とし、ＡＬＴの研修等付帯する部分を

委託するものである。 

  業者については、今年度はボーダーリンクと契約しており、

同業種の業者との委託契約を予定している。 
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議案第６６号 

平成３０年度障害のある

児童生徒の就学に関する答

申について 

 

 

 

増田委員 

  小敷田遺跡の発掘は業務委託することはできないものなの

か。 

 

文化財保護課長 

  埼玉県では、公共事業に伴う発掘調査について、発掘調査一

式を業務委託することを原則禁止としている。 

 

【全委員承認】 

 

（非公開） 

 

【全委員承認】 

 

 

教育長 

以上で、本日の日程を終了し、定例会を閉会とする。 

 そ の 他 特 に 重 要 と 認 め る 事 項 

 

１ 次回定例会開催予定日  平成３０年１２月２０日（木） 午後２時００分 

              行田市教育委員会 第２会議室 

 

 

 以上、顛末を記載して、その発言内容に相違がないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

 

   教育長 

 

 

   委 員 

 

 

   委 員 

 


